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最近のモンゴル経済 

 

在モンゴル日本国大使館 

２０１２年５月 

１ モンゴル経済概況 

（１）経済成長率の推移 

社会主義時代において農牧業国であっ たモンゴルは，近年の世界的な鉱物資源

の需要増に応じて鉱工業国へと移行している。既に，同国のＧＤＰにおける鉱工

業分野の占める割合は２００５年以降第１位となっている。他方で ，同国のこう

した経済構造は鉱物資源の価格に影響され易く，国家予算も鉱物資源価格が大き

く変動するたびに見直しが行われるのが近年の特徴となっている。 

２００８年の世界同時経済不況による資源価格やカシミア原毛価格の急落等の

要因により大きく落ち込んだモンゴル経済は，ＩＭＦの財政支援プログラムと同

プログラムに基づくモンゴル政府の財政引き締め政策，また，モンゴル最大の輸

出相手国であ る中国経済の回復と資源価格の再上昇によりＶ字回復となり，２０

１０年の経済成長率は６．４％，２０１１年には１７．３％1となった。今後，オ

ヨー・トルゴイ銅・金鉱床，タバン・トルゴイ炭田等の大規模鉱床の開発が順調

に進めば，将来的にも更なる成長が期待される。 

なお，世界銀行の発表によると，２０１１年のモンゴルの名目ＧＤＰは８５億

６，２００万米ドル，１人あたりのＧＤＰは３，０６７米ドルと，２００９年と

比べていずれも２倍近く増加しており，同国の経済がいかに急速な伸びを見せて

いるかが伺われる2。 

他方，鉱物資源価格の上昇に伴う予算収入の増加により，モンゴル政府は２０

０９年に一旦締めた財布の紐を緩め始めている。２００８年の総選挙により成立

した連立政権を構成していた人民革命党と民主党3は，ともに，総選挙において鉱

物資源開発による利益を国民に再分配することを公約したため，その公約の実現

のために「人間開発基金」の創設や公務員の給与及び年金の支給額の数次に亘る

引き上げを実施した。こうした財政政策は，食肉以外の食料品や日用品の主要輸

入相手国であ る中国におけるインフレ率の上昇という外的要因とともに，モンゴ

ル国内のインフレ率上昇の内的要因の１つとなっている。 

２０１２年度国家予算案はインフレ率の上昇を懸念し，当初案と比べ若干縮小

した予算案が可決されたが，それで も公務員給与の５３％引上げを温存するなど

放漫財政感は払拭されていない状況にある。 

 

                                                 
1 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.48 
2 “Mongolia Quarterly Economic Update” The World Bank, February 2012, p.31 
3 ２０１２年１月，民主党は連立政権を離脱した。 
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（表１）ＧＤＰ成長率 
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（２）インフレ率の推移 

インフレ率は，世界同時経済不況による消費の冷え込みにより，２００９年は

低下したが，２００９年末から２０１０年春先にかけて発生したゾド（雪害）等

による食肉価格の上昇や公務員の給与引上げ等により，２０１０年のインフレ率

は１０．１％と再上昇した4。その後，モンゴル政府が食肉の政府備蓄を市場に

低価格で 供給したことにより，インフレ率は２０１１年４月の時点で ６．１％ま

で 低下したが，食肉価格の再上昇，主要輸入相手国であ る中国におけるインフレ

率の上昇，燃料価格及び公務員給与引上げの余波による人件費の上昇等の内的・

外的要因により，２０１２年３月のインフレ率は前年同月比１５．３％となった
5。こうしたインフレ率の上昇は，国民とりわけ貧困層にとり大きな負担となっ

ている。 

インフレ率の上昇傾向に対し，モンゴル銀行（中央銀行）は数次に亘り政策金

利を引き上げる対策を講じている6。また，２０１２年１月，モンゴル政府は，「燃

料（ガソリン及びディーゼル），食品及び公共輸送の価格安定化計画」を策定し，

（１）赤字の無い国家財政，（２）モンゴル銀行による適切な為替介入，（３）ロ

シアとの為替スワップ取引の交渉の継続7，（４）燃料調達先の多様化，（５）食

肉の不法輸出撲滅対策の徹底，（６）公共輸送の価格調査とその結果の開示等の

対策をモンゴル銀行とともに行うことを決定した8。 

しかしながら，こうした対策にも係らず，モンゴルへの資金供給の増加，公務

員の給与の更なる引き上げ等を要因とするインフレ率の上昇傾向はなおも続く

見通しとされている。 

 

                                                 
4 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 2011, 

p.153 
5 ２０１２年４月１８日付モンツァメ紙 
6 ２０１２年４月１７日，モンゴル銀行は政策金利をさらに引き上げ，１３．２５％とした。 
7 ２０１１年，モンゴルは中国と３年間の為替スワップ取引契約を締結した。 
8 ２０１２年４月１２日付政府広報第１４号（第７３１号）p.788-797 
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★人間開発基金とは？ 

オヨー・トルゴイ銅・金鉱床開発に関る投資契約の締結により，アイヴァン

ホー・マインズ社から前借金が支払われたこと（総額２億５，０００万ドル），

また，人民革命党，民主党ともに選挙公約において鉱物資源開発による利益の

再分配を約束していたこと（全国民１人あたり，人民革命党（当時。現「人民

党」。）は１５０万トグログ（約９２，０００円9），民主党は１００万トグログ（約

６１，０００円10）を分配すると公約したが，結局，１５０万トグログが分配さ

れることになった。）等の理由により，２００７年から運営されてきた「国家開

発基金」に引き継ぐ形で ，２００９年１１月，「人間開発基金」が設立された。 

「人間開発基金」は，オヨー・トルゴイ銅・金鉱床，タバン・トルゴイ炭田

など，戦略的鉱床から得られる利益を国民に再配分することを目的としている

（２００９年１１月１８日に「人間開発基金法」を制定・施行）。 

発展的解消の形で 廃止された「国家開発基金」の資金の使途は，（１）不可抗

力による国家財政の赤字に対する補填，（２）経済活性化，中小企業支援，（３）

子ども及び家計に対する支援で あったが，人間開発基金で は，より社会福祉を

重視した運用がなされる点が特徴となっている。 

 

（３）モンゴルの経済構造 

 モンゴル経済において大きな位置を占めるのは，鉱工業分野と農牧業分野で あ

る。とりわけ，鉱工業分野がＧＤＰに占める割合は２００５年以降連続して第１

位となっている。他方，モンゴルの伝統的生業であ る農牧業分野は，２００９年

まで ＧＤＰの２割以上を維持してきたが，２０１０年には１５．９％まで 減少し

た11。なお，２０１１年の速報値によると，鉱工業の割合は約２０％，農牧業の割

合は１３％となっている12。 

他方，製造業をはじめとする第二次産業の発展の遅れが目立っており，ＧＤＰ

に占める割合は，２００９年（５．９％13）と比べると若干増加しているものの，

２０１０年は８．５％14，２０１１年の速報値で は約７％と未だ１桁台であ り15，

製造業の振興による産業の多様化が課題となっている。 

 

                                                 
9 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
10 同上 
11 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 2011, 

p.141 
12 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.46 
13 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.141 
14 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 2011, 

p.141 
15 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.46 
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（表２）主要産業の対 GDP 比 

主要産業の対GDP比（2010年）

農牧業  15.9%

製造業  8.5%卸売り・小売り
15.0%

鉱工業  22.7%
その他  29.6%

輸送・通信 8.3%

 
 

（４）モンゴル国民の生活状況 

（ア）労働人口構成 

 分野別労働人口比で 見ると，農牧業従事者の数が多い（２０１０年においては

全体の３３．５％）が，今後，大規模な鉱物資源開発が進むにつれ，鉱工業従事

者の数が益々増加することが予想される（２０１０年においては，鉱工業を含む

工業部門の従事者は労働者全体の１１．５％で 第３位。第２位は，商業部門で １

４．１％。）16。 

 

（表３）分野別労働人口比 

分野別労働人口比（２０１０年）
工業 11.5％

建設業 4.7％

農牧業 33.5％

輸送業・通信業
8.8％

卸売り・小売り・
貿易 14.1％

その他 27.4％

 
 

（イ）国内の企業数 

モンゴル国内の登録企業数は，ウランバートル市に圧倒的に多く，全体（６万

７，４０９社）の７割を占めている（４万７，１９５社）17。分野別に見ると，商

                                                 
16 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.128 
17 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 
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業・修理部門の企業が多く，全体の４割近くを占めている18。なお，上記企業数は

あくまで も登録企業数であ り，実際に事業活動を行っている企業は４万８，０８

６社と登録企業の７割程度で ある。活動している企業のうち，多くの企業は従業

員１～９名の零細企業であ り（３万８，７９７社で 全体の８割を占める），従業員

数が５０名以上の企業は１，６７０社と全体の３．４７％にしか過ぎない19。 

 

（ウ）失業率 

 失業率は，２００８年の世界同時経済不況の煽りを受け，２００９年には１１．

６％となったが，２０１０年には国内経済の回復に伴い９．９％となっている20。

なお，２０１１年の速報値によると，２０１１年末の登録失業者数は５万７，１

７１人となっており，約５割増加している21。 

 

（エ）平均給与 

国家統計委員会の発表によると，２０１０年時点のモンゴル人の平均月給は以

下のとおりであ り22，金融分野の給与が最も高く，第２位は鉱山業であ る。他方，

農牧業分野は１７万２，５００トグログ（約１万５８９円23）とかなり低く，金融

分野の給与の３割にも満たない状況にあり，貧富の拡大を生む要因となっている。

近年は鉱物資源開発企業の月給が他の分野の企業に比べて高額で あることや，公

務員給与が数次に亘り引き上げられていることの影響により，モンゴルの人件費

は上昇傾向にある。 

 

（表４）分野別平均月給 

金融業 69 万 6700 トグログ 

鉱山業（採掘） 57 万 2200 トグログ 

国防分野，国家公務員幹部職員，社会保険分野 35 万 1100 トグログ 

電力エネルギー，ガス，水供給分野 33 万 7500 トグログ 

鉄道，通信，倉庫管理業 36 万 9000 トグログ 

教育分野 31 万 1600 トグログ 

保健，社会福祉分野 31 万 9100 トグログ 

加工業 32 万 6200 トグログ 

その他サービス 25 万 7600 トグログ 

ホテル，レストラン業 26 万 7100 トグログ 

                                                                                                                                                   
December, p.85 
18 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.86 
19 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.87 
20 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.123 
21 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.24 
22 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.131 
23 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
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不動産，リース，その他のビジネス 27 万 7300 トグログ 

建設業 24 万 7500 トグログ 

卸売り，小売業，修理業 23 万 1600 トグログ 

農牧業，狩猟，林業 17 万 2500 トグログ 

 

（オ）家計 

他方，モンゴル人世帯の平均月額世帯所得を見ると，都市部，地方ともに，共

働きや月給以外の二次所得のある世帯も多いため，実際の月額世帯所得は上記平

均月給よりも高額となっている。また，平均の支出額（月額）を見ると，近年は

都市部，地方いずれも，収入が増加するに伴い支出も増加し，モンゴル国民の家

計は，２００８年の地方部を除き，往々にして常に赤字の状態となっている24。 

 

（表５）世帯平均現金収支 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

収入 239,179 325,270 354,967 387,099 

給与 105,058 158,963 181,022 200,167 

年金・公的扶助 40,205 61,055 67,237 67,131 

個人事業所得 72,019 78,534 76,062 82,855 
 

その他 21,897 26,718 30,646 36,946 

支出 267,986 329,142 390,044 389,278 

うち食費 92,480 119,533 147,906 131,940 
 

割合（％） 34.5 36.3 37.9 33.9 

赤字額 28,807 3,872 25,077 2,179 

                              （単位：トグログ） 

 なお，２０１０年の統計によると，牧民世帯全体（１６万２，６５０世帯）の

７５％（１２万６００世帯）がテレビを，２７％（４万４，６００世帯）が自動

車を，４１％（６万６，９００世帯）がオートバイを所有しているとされており，

牧民世帯の近代化が年々進んでいること が伺われる25。 

 

２ モンゴルの財政 

モンゴルの財政収入は，主に鉱物資源開発やカシミア産業から得られる税収等

を財源としている。このため，２００８年の世界同時経済不況から教訓を得たモ

ンゴルで は，２０１０年６月２４日，鉱物資源価格の急落時に備えた「予算安定

化法」が国家大会議において可決された。同法は，①財政安定化のための基金と

して，「予算安定化基金」を設置すること，②２０１３年より財政赤字をＧＤＰ

の２％以内に抑えること等を定めている。 

他方，近年のモンゴルの財政政策の特徴として，税収の増大に応じて支出も拡

大する傾向が往々にして見られる。２０１１年度の歳入については，２０１０年

                                                 
24 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.313, 314 
25 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia 2011 

p.225, 228 
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度の歳入の１３．７％を占めていた特定品目超過利潤税が２０１１年１月１日よ

り廃止されたことに伴う税収減少が懸念されていたが，鉱山開発で の利用を目的

とした建機の輸入に際する付加価値税やロイヤルティー等の収入が増加したこ

とにより，前年比４０．９％増（４兆４，００６億トグログ；約２，７０１億円
26）となった。こうした歳入増に対し，歳出も前年比５５．６％増（４兆７，９

２０億トグログ：約２，９４１億円27）と大幅に拡大した28。２０１１年はとり

わけ，２０１１年１２月に行われた補正予算において，２０１１年の歳出全体の

２割相当の支出が追加された。その多くは，２００８年の国家大会議総選挙にお

いて誕生した連立政権が掲げた公約であるば ら撒き政策の継続，インフラ整備，

公務員給与及び年金の引上げ，カシミア・羊毛産業の振興政策の実施等に費やさ

れた。なお，２０１２年度の国家予算案は，前年度の歳入・歳出と比べさらに増

大しており，歳入は３９．７％増（５兆８，２２０億トグログ；約３，５７４億

円29），歳出は３１．７％増（６兆３，０６０億トグログ；約３，８７１億円30）

となっている。 

 

★「支払決裁を国内通貨で 行うことに関する法律」とは？ 

モンゴル国の領土内（注：経済自由特区は同法律の適用外。）において，全て

の商品，労務，サービスの価格の表示または支払決済を行う際は，モンゴル国

の法定通貨であ るトグログで 行うことを義務付けた法律。同法律が制定される

まで ，モンゴル政府はエルデネット銅山からの税金を米ドルにより徴収してい

たが，ＩＭＦの財政支援プログラムの下，２００９年７月に同法律を制定した。 

国家予算及び地方予算関係の支払（納税を含む）も，全てトグログ払いとさ

れる。但し，銀行等における預金，融資，デリバティブ，その他のサービスに

関連する契約によって発生する債務は，外貨で 表示し，決済することが可能。 

罰則規定としては，（１）違法取引によって得た収入の没収，（２）個人につ

いては，最低賃金の１０から３０倍まで の罰金，（３）法人については，最低賃

金の５０から１００倍まで の罰金，（４）特別認可を有する法人が数度にわたり

違法行為をした場合は当該認可等の取消，等がある。 

 

３ モンゴルの金融 

商業銀行の貸出金利は，日本と比べると高い信用リスクを反映してかなり高く，

２０１２年２月時点の商業銀行の平均貸出金利は，トグログの場合は年利１２．

４％～２５．７％，外貨建ての場合は年利１２．２～１５．６％で ある。他方，

預金金利はトグログの場合は年利７．８～１６．１％，外貨建ての場合は年利１．

２～１１．８％であ り，貸出金利と預金金利の差が大きい31。 

不良債権率は世界同時経済不況の煽りを受けて２００９年にはピークを迎えた。

                                                 
26 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
27 同上 
28 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.70 
29 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
30 同上 
31 “Monthly Statistical Bulletin 2012-02”Bank of Mongolia p.29-30 
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その後は減少傾向にあるが，債務額全体はかなり増加している32。 

モンゴルには，商業銀行（１４行）の他に，準金融機関であ るノンバンク（１

８７行）と，組合員の間で 貯蓄と貸付を行う貯蓄貸付協同組合（２０９組合）が

ある。貯蓄貸付協同組合に関しては，自己資本を必要とせずに設立できるた め安

易に増大し，その結果２００５年より貯蓄貸付協同組合の破綻が大きな社会問題

となった。このため，貯蓄貸付協同組合に対する規制が強化され，２００７年以

降組合数は大幅に減少した。 

こうした状況に加え，２００８年１１月にはアノド銀行において，２００９年

１０月にはゾース銀行において，多額の不良債権が発覚し，２００９年１１月，

モンゴル銀行（中央銀行）は，両銀行に対し管財人を派遣し，債務処理に着手し

た。なお，２００９年１２月，ゾース銀行は国営となり，名称も「ステート・バ

ンク」と改められた。なお，金融業界におけるこの他の動きとして，２００９年

１０月，モンゴル・ポスト銀行及びセービング銀行が合併を表明。両行は，２０

１０年４月，正式に合併し，「新セービング銀行」となった。 

モンゴルの金融市場の特徴としては，人口数に対し金融機関の数があまりにも

多いということ，また，規模が小さいために政府が実施する大規模プロジェクト

に融資できない という点がある。なお，２０１１年５月，鉄道建設や重工業地域

開発等，政府が実施する大規模開発プロジェクトへの資金調達を目的とした開発

銀行が設置された。 

証券市場には３３２社が上場しているが33，モンゴル国内の企業数全体から見る

と数少ない。登録された証券会社は７６社で あり34，２０１０年と比べると約７割

増となった。証券取引額は世界同時経済不況の煽りを受けて，２００９年は１日

あたりの平均取引額が９，０９０万トグログ（約５５８万円35）となるまで 大幅に

減少したが36，その後，回復し，２０１１年は１３億８，９８０万トグログ（約８，

５３１万円37）となった38。 

 外貨準備高は，２００８年には６億３，７２０万ドルにまで 減少したが，その

後順調に回復し，２０１１年は２２億７，４００万ドルにまで 達した39。 

 なお，為替相場は，２００９年は１米ドル＝１，４４６．５トグログであっ た

が，２０１０年は多少トグログ高となり，１米ドル＝１，２３４．１トグログ，

２０１１年は１，３７４．２となった40。 

                                                 
32 “Monthly Statistical Bulletin 2012-02”Bank of Mongolia p.21-23 
33 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.68 
34 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 2011, 

p.181 
35 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
36 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.68 
37 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
38 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.68 
39 “Mongolia Quarterly Economic Update” The World Bank, February 2012, p.31 
40 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia, 2011 

December, p.19 
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★「預金保護法」とは？ 

 ２００８年１１月のアノド銀行の破綻を受け，２００８年１１月２５日，国

家大会議は預金保護法を制定し，モンゴル国内の商業銀行の預金を２００８年

１１月２５日から４年間保護することを決定した。 

 なお，同法は，２０１０年７月９日に一部改正された。主な改正のポイント

は以下のとおり（改正された預金保護法は７月９日より施行。）。 

（１）各銀行は，預金保護の適用対象となる個人預金の０．５％に相当する額

をモンゴル銀行（中央銀行）におけるモンゴル政府の口座に納めることとなっ

た。 

（２）以下は預金保護の対象外となる。 

①モンゴルの銀行が銀行間取引市場により調達した資金の預金，外国の銀行や

金融機関の預金 

②銀行に対する金銭債務のある者及びその者と同一とみなされる者（モンゴル

の銀行法に規定される「同一とみなされる者」のこと。）の預金 

③モンゴル銀行の政策金利よりも高い預金金利分（例えば，２０１２年４月２

４日現在のモンゴル銀行の政策金利は１３．２５％で あるため，預金金利が１

４．２５％の場合，１％分は保護されない。） 

 

４ モンゴルの貿易 

２０１１年のモンゴルの輸出額は４８億１７４９万ドルと前年比６５．６％増，

他方，輸入額は６５億９８３５万ドルと前年比１０６％増となり，貿易赤字は前

年比６倍の１７億８０８６万ドルとなった41。主要輸出品目は，石炭，銅精鉱，鉄

鉱石，原油等の鉱物資源で ある。他方，輸入品目については，鉱物資源開発用の

建機やディーゼル等，鉱物資源関連の取引が中心となっている42。 

２０１１年の主要輸出国は，中国，ロシア，カナダ，イタリア，韓国等であ り，

主要輸入国は中国，ロシア，米国，日本，韓国等であ る43。 

日本からは，車，機械等を輸入し，カシミアなどを輸出しているが，輸出額は

小さく，対日貿易においても輸入超過の状態が続いている。 

 

★モンゴルの輸出入税 

 モンゴルの輸入関税は概ね５％で あるが，卵，馬鈴薯，たまねぎ，キャベツ，

人参等，モンゴル国内で 生産されている農産物については１５％となっている。

この他，ビールについても２５％となっている。 

 モンゴルに輸入するに際しては，上記関税の他，特別税，付加価値税及び燃料

税等が課される。 

 特別税は，乗用車（製造期間及び排気量に応じて課される），アルコール類，タ

バコ，ガソリン・ディーゼル（燃料税とは別に税関毎，種類別に税率が定められ

                                                 
41 “International Merchandise Trade Statistics No.207” Customs General Administration 

2011, p.15 
42 “International Merchandise Trade Statistics No.207” Customs General Administration 

2011, p.28-29 
43 “International Merchandise Trade Statistics No.207” Customs General Administration 

2011, p.22-23 
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ている。２０１２年４月２７日現在は０％。）に課される。 

 

①乗用車の特別税率（２０１２年４月２７日現在） 

特別税率（米ドル） 

製造年後の期間（年） 

 

№ 

 

排気量 

（㎝ 3） 0～3 年 4～6 年 7～9 年 10 年以上 

1 1500 以下 500 1000 2000 6000 

2 1501～2500 1500 2000 3000 7000 

3 2501～3500 2000 2500 4000 8000 

4 3501～4500 4500 5000 6500 10500 

5 4501 以上 7000 7500 9000 13000 

 

②アルコール・タバコ類の特別税率（２０１２年４月２７日現在） 

特別税率（米ドル） № 特別税の課税対象 

商品名及び種類 

単位 

輸入品 

40％以下 1ℓ 5.00  

1 

 

各種ウォッ

カ 40％以上 1ℓ 6.0 

35％以下 1ℓ 1.50 2 各種ワイン 

35％以上 1ℓ 6.00 

3 各種ビール 1ℓ 0.20 

4 巻きタバコ、それに類似するその他の

タバコ 

100 本 1.20 

5 刻みタバコ、それに類似する物 1ｋｇ 0.90 

 

 なお，輸入品に課される付加価値税は１０％であ る。 

 また，モンゴルで はラクダの原毛，山羊皮及び木材（製材を含む）の輸出に際

して輸出税を課している。 

 

（例）特別税の商品の輸入関税の計算方法（関税庁ホームページより） 

Ｄ氏が日本で ２００１年製造，排気量２，０００立方センチメートルの

MarkII 自動車を２，１００米ドルで 購入した。この自動車をモンゴルに輸入す

る際の輸送費及び諸経費に１，４００米ドルを支払った場合，関税はいくらに

なるか。 

（１）課税対象価格＝（購入価格＋輸送費及び諸経費）×当日の税関為替レート

（仮に１ドル＝１，３１０とする）＝（２，１００＋１，４００）×１，３１０

＝４，５８５，０００トグログ 

（２）関税（自動車の場合５％）＝課税対象価格×５％＝４，５８５，０００×

０．０５＝２２９，２５０トグログ 

（３）輸入品となる自動車は２００１年製造，排気量２，０００立方センチメー

トルであるた め，特別税として７，０００米ドル（７，０００×１，３１０＝９，

１７０，０００トグログ）が課される。 
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（４）付加価値税＝（課税対象価格＋関税＋特別税）×１０％＝１，３９８，４

２５トグログ 

（５）税額合計＝関税＋特別税＋付加価値税＝２２９，２５０＋９，１７０，０

００＋１，３９８，４２５＝１０，７９７，６７５トグログ（約６６万２，２８

４０円） 

 

（表６）主な輸出相手国 

主な輸出相手国（2011年）

中国 91.4%

韓国 0.8%

香港 0.7% その他 2.1%

カナダ 1.9%

イタリア 1.0%

ロシア 2.0%

 
 

（表７）主な輸入相手国 

主な輸入相手国（2011年）

中国
30.0%

ロシア
24.6%

米国
8.1%

日本
7.4%

韓国
5.4%

ドイツ
4.1%

その他
20.3%

 
 

５ 対モンゴル外国投資 

 日本からの投資は２０１１年末まで の投資合計総額１億６,００３万米ドルで ，

これは世界第１１位と２０１０年の第６位より後退した。主要投資分野は，貿易，

飲食業，軽工業，通信業であ る44。 

                                                 
44 外国貿易投資庁の資料。第１位中国（３４億８,３５０万米ドル），第２位オランダ（２１

億１０７９万米ドル），第３位英領バージン諸島（８億３,３３７万米ドル）,第４位ルクセン

ブルグ（５億１,１３０万米ドル）,第５位シンガポール（４億９,０１０万米ドル），第６位カ

ナダ（４億７，２２９万米ドル），第７位韓国（３億１，０７９万米ドル），第８位米国（２億
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２０１２年４月１日現在，駐在事務所開設の日系企業２４社，現地法人化した

日系企業１６９社となっているが，そのほとんどは中小・零細な規模であ る。な

お，両国間には日本・モンゴル投資協定が２００２年３月から発効している。 

 これまで に最も進出の大きかった国は中国である が，一方で 社会主義時代の最

大の投資国であ ったロシアも依然として大きな存在感がある。他方，近年はモン

ゴルの経済成長に伴い，両隣国であ る中露以外の国からの投資も増加している。 

 例えば，韓国企業は，中小企業が主であるもの の，飲食業，不動産（住宅建設），

医療等の分野に進出しており，韓国資本の企業数は約２０００社と中国に次ぐ第

２位となっている（投資額で は第７位）。また，近年はモンゴルの豊富な鉱物資源

にも注目しており，タバン・トルゴイ炭田開発やレアアース開発をはじめとする

鉱物資源開発分野への参画も狙っている。さらに，近年の傾向としては，モンゴ

ルと租税条約を締結している国や租税回避地に籍を有する企業による投資が増加

している。 

モンゴル政府は経済安全保障上の観点からも中国やロシアのモンゴルに対する

影響力とバランスをとる上で ，日本企業等，「第３の隣国」の企業の進出を切望し

ている。 

日本企業のこれまで の成功例を挙げると，住友商事及び KDDI が出資した携帯電

話事業者のモビコム社があげられる。１９９５年にモンゴル初の携帯電話会社と

して設立され，２０１０年における加入者は１１０万人に達し，携帯電話市場の

５割以上を占めている。 

金融分野で は，国営であっ た農牧業銀行（ハーン銀行）が２００３年に民営化

され，日本のＨＳ証券を中心とする企業体が６８０万ドルで 落札した。モンゴル

で 最大の支店数を誇り，最も国民に身近な銀行である と言える同行は，民営化後

も支店数を増やし続け，金融分野において重要な役割を果たしている。 

この他の分野においても日本企業が進出しているが，土地管理やライセンスの

問題，政策や法律の度重なる改正，資源のみならず様々な分野におけるナショナ

リズム的な動き（外資規制法制定の是非を巡る議論等）等，様々なビジネス・ト

ラブルに直面している事例もある。日本企業にとって内陸国であ るモンゴルへの

投資は，モンゴル側における十分な投資環境が整っていることが必要条件であ り，

外国投資誘致に向けた政策づくり，法的環境整備が行われることが望まれる。 

 

                                                                                                                                                   
４，２９３万米ドル），第９位中国（香港）（１億８，１７２万米ドル）第１０位ロシア（１億

６，６２６万米ドル）。 
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（表８）主要国の対モンゴル投資累計額（２０１１年末時点） 

主要国の対モンゴル投資累計額（1990年以降2011年末まで　単位：億ドル）
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（表９）モンゴルにおける主要国資本の企業数（２０１１年末時点） 

モンゴルにおける主要国資本の企業数（1990年以降2011年末までの

登録累計数）

5737
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★外国人はモンゴルで 土地を買えるか？ 

 モンゴルで は，憲法によって個人のモンゴル国民のみが土地を所有できるとされ て

おり，法人及び外国人がモンゴルの土地を所有することは不可能であ る。 

外国法人及び外国人は，国有地については管轄区域の地方行政府と，私有地につい

ては所有者のモンゴル人との契約により，モンゴルで 土地を一定期間利用することが

出来るのみであ る。 

従って，モンゴル人から土地を購入することは，法律上無効な行為であるの で ，注

意が必要であ る（但し，内国法人（外国資本企業も含む）は，土地利用権の譲渡が可

能であ る。）。 

なお，外資企業の土地利用権は６０年未満とされており，更新は１回のみ，期間は

４０年までとされてい る（外国投資法第２１条５）。 
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★モンゴルにおける外資企業等の登記について 

 モンゴルにおける外資企業の登記方法は次のとおり（外資企業の登録に関する問い

合わせ：外国投資庁ワンストップ・サービス（ＴＥＬ：３１４７７４）。 

１ 外資企業としての登記 

（１）自己資本金１０万ドル，このうち，２５％以上が外資であれ ば外資企業として

登記可能。なお，モンゴル企業として登記するのであれ ば，国家登記局に登記

する。この場合，自己資本金の下限は無い45。 

（２）申請は，申請書46を添付書類47とともに外国投資庁に提出（外国投資法第１２

条２及び同条３）。なお，申請書が受理された場合，外国投資庁は１４日以内

に登記の是非を検討し回答する（外国投資法第１２条４）。 

２ 外資企業の駐在事務所としての登記 

申請は申請書48を添付書類49とともに外国投資庁に提出する（外国投資法第１２条

６及び同７）。申請が受理された場合，外国投資庁は１０日以内に登記の是非を検討

し回答する（外国投資法第１２条１１）。 

 

★外国人を雇用する際の注意点（クオーター制度について） 

 外国投資法で は，「外資企業はモンゴル国民を最優先に採用する。また，高度な専

門的能力を必要とされる職業については外国人を雇用しても良い」とされている（外

国投資法第２４条１）。また，外資企業を含むモンゴルにおける企業が外国人を雇用

するに際してはクオーター制度というものがあり，毎年閣議において，分野毎の外国

人雇用枠を決定している。 

例えば，油田探査を行う場合，資本金が５億１００万トグログ（約３，０７６万円
50）であ り，従業員が５０人未満の企業の場合，総従業員数のうちの７５％までで あ

れば外国人を雇用しても良いとされている。他方，建設業で は，同額の資本金・同数

の従業員数であれ ば，外国人を雇用しても良いとされている割合の上限は２０％とな

る。こうした割合は，分野毎，資本金額，総従業員数により異なるため注意が必要で

ある。 

 

                                                 
45 ２０１１年１０月６日改正の会社法により最低自己資本制度は廃止された。 
46 ①投資家の名前，住所，国籍，②投資の種類及び規模，③企業形態，④主要な投資対象分

野，実施予定の産業及びサービスに関する情報，⑤投資期間，フェーズに関する情報が記載さ

れているもの。 
47 ①投資家に関する情報，住民登録（写し），海外渡航旅券（写し），法人登記書（写し），②

会社設立規則，合弁会社の場合は会社設立に関する契約書，③社名が重複していないことを証

明する証明書，④投資家の支払能力証明書（銀行発行のもの。また，所有財産に関する証明書。），

⑤事業可能性報告書，⑥当該企業の住所を証明するもの（職員の安全な労働環境，健康面で の

スタンダードを満たした事務所等の賃貸契約書），⑦実施予定業種に関連する各種ライセンス 
48 ①当該外資企業の名称，住所，②当該外資企業の登録国，③駐在事務所設置の目的，事業

活動の分野，④駐在事務所の正式な住所が記載されている必要がある。 
49 ①当該外資企業の紹介文，社内規則（写し），②外資企業の登記書，③支払能力証明書（銀

行作成のもの），④駐在事務所の内規，⑤駐在事務所の住所（職員の安全な労働環境，健康面

で のスタンダードを満たした事務所等の賃貸契約書） 
50 2012 年 4月 23 日付モンゴル銀行為替レート（1 円＝16.29 トグログ）に基づくもの。 
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★安定化契約（Stability Agreement）の締結 

 外国投資法で は，２，０００万ドル以上の投資を行う外資企業は，安定的な投資環

境の法的保証を目的とした安定化契約をモンゴル政府（現行法で は大蔵大臣）と締結

することが可能であるとされてい る。投資額が２，０００万ドル以上の場合は１０年

間，５，０００万ドル以上の場合は１５年間の契約を締結することが可能であ る。 

 （安定化契約についての問い合わせ：大蔵省予算政策局収入課（ＴＥＬ：２６４５

２２）） 

 

６ モンゴルの鉱工業 

（１）概要 

モンゴルは鉱物資源に富む国であ り，主要鉱物には石炭，銅，ウラン，蛍石な

どがある。ＧＤＰに占める鉱工業分野の割合は年々増加しつつあり，工業生産高

における鉱工業の割合も，近年は７割近くを占めるまで に至っている51。 

モンゴルには各種の鉱物資源鉱床が全国各地に存在しており，有望な鉱床には

近年，中国，カナダ，ロシア，米国，ドイツ，韓国等，世界各国から注目が集ま

っている。 

主要鉱物資源の分布図

Project Site

Ulgi i

BAYAN-ULG II

Ulaangom

UVS

K hovd

KHOVD

Uliastai

ZAVK HAN

Altai

GOV I-A LTAI

Bayankhongor

BAYA NKHONGOR

Dalanzadgad

UMNUGOVI

Arvaikheer

UV URKHANGAI

Tsetserleg
ARKHANGAI

KHUVSGUL

Murun

Erdenet

BULGAN

SELE NGE
Darkhan

Ulaanbaatar

TUV

Mandalgovi

DUNDGOVI Sainshand

DORNOGOVI

GOVISUMBER
Choir

Undurkhaan

KHENTII

Choibals an

Buhmurun

DORNOD

アスガト
【銀】

ブレンハーン
【燐】

エルデネット

【銅、モリブデン】
ボロー
【金】

ナリーンソハイト【石炭】

タワントルゴイ【石炭】
オヨートルゴイ【銅・金】

ドルノド

【ウラン】

シヴェーオボー【石炭】

ツァガーンソブラガ
【銅・モリブデン】

トゥムルティン・オボー
【亜鉛】

 
例えば，モンゴル南部ゴビ地域においては，カナダ資本企業で あるアイヴァン

ホー・マインズ・モンゴリア社が，モンゴル政府とオヨー・トルゴイ銅・金鉱床

開発に関る投資契約を２００９年１０月に締結し，２０１３年からの本格的な開

発に向け，事業に着手した。オヨー・トルゴイ銅・金鉱床の開発により，年間平

                                                 
51 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 2011 

December, p.109 
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均５億８２００万ドルの税収が見込まれるとされており52，モンゴルの経済活性化

に大きな影響を与えるものと期待されている。なお，２０１１年１２月，リオ・

ティント社がアイヴァンホー・マインズ社（アイヴァンホー・マインズ・モンゴ

リア社の親会社）の株式の５１％を取得したことから，今後の鉱床開発はリオ・

ティント社主導で 行われる見通しであ る。 

また，現在は，ウムヌゴビ県のタバン・トルゴイ炭田の開発が注目を集めてお

り，ロシア，中国というモンゴルの両隣国の他，日本，米国，韓国等，各国の企

業が同炭田開発への関心を表明している。同炭田で は，一部鉱区において既にモ

ンゴル企業（民間企業の「エナジー・リソース」社，第３セクターの「タバン・

トルゴイ」社及びモンゴル国営企業の「エルデネス・タバントルゴイ」社等）に

よる開発が進められており，石炭の採掘・輸出量が飛躍的に増加している一因と

なっている。 

この他，小規模ではある が，ドルノゴビ県（ズーンバヤン油田），ドルノド県（タ

ムサグボラグ油田）等において原油が産出されており（原油埋蔵量は世界第３３

位），中国に輸出されている。近年は，原油の生産量が増加傾向にあり，２００６

年と比べると２０１０年の原油生産量は６倍以上となっている。 

また，レアメタル，レアアースについては，社会主義時代に行われた調査によ

り，モンゴルの南部や西部に埋蔵の可能性があるとの報告があるが，その種類，

規模については定かではな く，更なる調査が必要とされている。 

（表１０）石炭の採掘量（単位：万トン）5 3 

石炭の採掘量（単位：万トン）
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52 オヨー・トルゴイ有限会社の紹介資料 
53 “Mongolian Statistical Yearbook 2009” National Statistical Office of Mongolia, 2010, 

p.240, “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 

2011, p.256, “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 

2011 December, p.112 
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（表１１）原油の生産量5 4  

原油の生産量（単位：万バレル）
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（２）資源ナショナリズムの動向 

他方，近年，鉱物資源の開発に対するモンゴル国民の関心が益々高まっており，

市民団体がデモ活動を行うなど，資源ナショナリズムの傾向が強まっている。こ

うした動き受け，鉱物資源開発に関連する法律の改正が２００６年以降幾度とな

く行われている。 

 

（ア）鉱物資源法改正と原子力エネルギー法の制定 

例えば，１９９７年の鉱物資源法は外国投資を優遇するもので あったが，２０

０６年に改正された「改正鉱物資源法」は次に示されるように外国投資優遇面で

は後退した。また，２００９年７月１６日には，ウラン開発から原子力エネルギ

ーの平和利用まで を対象とした「原子力エネルギー法」が制定され，ウランを含

む鉱床については全て，モンゴル政府の関与が絶対とされる「戦略的鉱床」と位

置付けられた。 

 

★２００６年に改正された「改正鉱物資源法」の主なポイント 

①探査ライセンス及び採掘ライセンスについては，「モンゴル国法規のもとに設

立され事業を営み，モンゴル国に納税する法人」に対してのみ付与される。 

②「戦略的鉱床」55として認定されたものについては，３４～５０％の割合で 国

がシェアを保有することがで きる（但し，ウランを含む鉱床については，全て

「戦略的鉱床」と位置付けられ，国は無償で 最低３４～５１％のシェアを保有

するとされた。）。 

③ロイヤルティーの一部値上げ（（ア）国内向けの石炭等については販売価格の

２．５％，（イ）その他埋蔵鉱物資源については販売価格の５．０％。なお，ロ

                                                 
54 “Mongolian Statistical Yearbook 2009” National Statistical Office of Mongolia, 2010, 

p.240, “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 

2011, p.256 
55 「戦略的鉱床」とは，２００６年に制定された「改正鉱物資源法」において「国家の安全

保障並びに国及び地方公共団体の経済・社会に影響がある，またはモンゴル国のＧＤＰの 5％

以上相当の生産が期待される鉱床」と規定されている。 
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イヤルティーについては後述のように，２０１１年１月１日より累進ロイヤル

ティー制度が導入された。），等。 

 

２００７年後半以降，鉱物資源法の再改正が幾度となく議論されているが（改

正の焦点は，政府の関与率の引上げ（外国企業の参入率の引き下げ），投資契約の

契約期間の見直し（現行より期間短縮），学校・病院・道路建設等の地域開発への

貢献を前提としたライセンスの付与等），超党派による合意に至らないまま今日に

至っている（２０１２年４月２３日現在）。これまで に既に数種類の鉱物資源法改

正案が国家大会議に提出されており，今後の動きが注目される。 

 

（イ）鉱物資源探査ライセンスの新規交付の禁止 

２０１０年４月２０日，エルベグドルジ大統領は，関係部局に対し，国家安全

保障の観点から，鉱物資源ライセンスの新規発行及び移転の停止を指示するとと

もに，同年５月６日，鉱物資源探査ライセンスの新規発行を一時停止する内容の

鉱物資源探査特別ライセンス法案を国家大会議に提出した。エルベグドルジ大統

領のこうした動きは，鉱物資源開発による自然環境破壊に対する危惧の他に，中

国などの外資系鉱物資源開発企業による過度の参入を国家安全保障の観点から食

い止めることを目的としているとされている56。同法案は，２０１０年６月１７日，

国家大会議において可決され，２０１０年１２月１日まで ，鉱物資源探査ライセ

ンスの新規交付が禁止された。その後，同法は，数度更新され，現時点で は２０

１２年１２月３１日まで 鉱物資源探査ライセンスの新規交付が禁止されている。 

 

（ウ）水源保護地域・森林地帯における鉱物資源の探査・利用の禁止に関する

法律の制定 

また，この他の最近の動きとしては，「２００８～２０１２年政府行動計画」中

の「自然破壊に繋がる鉱山開発は行わない」ことを旨とする方針に基づき，２０

０９年７月１６日に，「水源保護地域・森林地帯における鉱物資源の探査・利用の

禁止に関する法律」が国家大会議において可決され，水源保護地域及び森林地帯

における鉱物資源の探査及び採掘が禁止された（戦略的鉱床については，同法の

適用外）。同法に基づき，これまで に２４２鉱区の開発ライセンスが無効とされた。

ライセンスが無効とされた鉱区については，法律により国からの補償が行われる

とされており，現在，補償額の算定作業が行われている。 

 

（エ）個人鉱物資源採掘業者の活動の合法化 

また，２０１０年７月１日の鉱物資源法の一部改正により，これまで 違法行為

とされてきた「ニンジャ（鉱物資源採掘ライセンスを有しないまま，石炭，金等

を手掘りなどで 採掘し，生計を立てている個人鉱物資源採掘業者のこと。雪害等

の煽りを受け，牧畜業を続けられなかった牧民がニンジャとなったケースも多

い。）」たちの活動について，その活動内容を法律で 制限することにより，鉱物資

源開発ライセンスを取得せずに採掘活動を行う「ニンジャ」たちの活動を合法化

した。 

 

                                                 
56 2010 年 5月 11 日付ウンデスニー・ショーダン紙 
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（オ）累進ロイヤルティー制度の導入  

２００６年，国家大会議は「特定産品の価格高騰に対する課税法（以下，「特定

品目超過利潤税））」を可決した。 

「特定品目超過利潤税」の対象は金と銅で あり，金と銅の価格において一定水

準を超えた部分につき，６８％課税するというもので あった。同法は，国家大会

議等で 十分な審議期間もなく，また政府の支持が得られないまま，超党派の議員

により短期間で 成立したが，モンゴル政府がオヨー・トルゴイ銅・金鉱床開発に

関わる投資契約を民間企業側と締結するにあたり，同法が障壁の一つとなってい

たため，２００９年８月２５日，国家大会議は，２０１１年１月１日から同法を

廃止することを決定した。 

他方で ，国家大会議は，２０１０年１１月２５日，廃止される特定品目超過利

潤税に代わる税収を得るため，鉱物資源法を改正し，累進ロイヤルティー制度を

導入した。累進ロイヤルティー制度は，採掘された鉱物資源の種類，市場価格，

加工度に応じて０～３０％追加徴収されるものであ る。 

例えば，銅鉱石を輸出する場合，国際市場価格が１トンあたり５０００ドルま

でであれ ば，ロイヤルティーは追加徴収無しの販売価格の５％で あるが，国際市

場価格が９，０００ドル／トン以上となった場合，３０％追加徴収され，合計３

５％のロイヤルティーが課されることとなる（但し，加工して輸出した場合は，

追加徴収分が低く設定されている。）。 

 

７ モンゴルの農牧業 

（１）牧畜業 

 モンゴル経済のもう１つの特徴といえる牧畜業は，気候に大きく左右されるこ

とが多い。暖冬が続いた近年は，家畜頭数は順調に伸び，２００７年に４，００

０万頭を超えた後，２００９年には４，４００万頭に達したが57，２００９年末か

ら２０１０年春先まで 続いた雪害により，多数の家畜が死亡し，国家統計委員会

の速報値によると，２０１０年の家畜死亡頭数は１，０３１万９９０頭となり，

３，２７３万頭にまで 減少した58。雪害による家畜の大量死は，食肉価格の上昇を

招き，インフレ率上昇の一因となっている他，山羊から採れるカシミアの供給量

にも影響を与えた59。２０１１年は比較的良好な気候に恵まれ，家畜総数は３，６

３０万頭にまで 回復した60。 

 

                                                 
57 “Mongolian Statistical Yearbook 2009” National Statistical Office of Mongolia, 2010, 

p.193 
58 “Mongolian Statistical Yearbook 2010” National Statistical Office of Mongolia, 2011, 

p.211, p221 
59 2010 年 4月 19 日付ウンデスニー・ショーダン紙 
60 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 2011 

December, p.93  
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（表１２）家畜頭数の変化6 1 

家畜頭数の変化（単位：万頭）

0

1000

2000

3000

4000

5000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

（年）

（
頭

数
）

 
 

モンゴルにおける主な家畜は，羊，山羊，牛，馬，駱駝で ，これらは「五畜」

と呼ばれている。従来は「小さな家畜」と呼ばれる羊，山羊のうち，羊を主な家

畜として飼うことが一般的で あったが，民主化以降，山羊からとれるカシミア原

毛が現金収入につながるとして，近年，牧民は山羊の増加に力を入れた。このた

め，山羊の頭数が年々増加し，２００４年には山羊の頭数が羊の頭数を上回るこ

ととなった。しかし，山羊は羊と異なり，草を根本から食べるため，山羊の増加

は草原の砂漠化を助長するものとして，自然環境への影響が懸念されている。モ

ンゴル政府は山羊の増加を食い止めるため，ウール産業に対する助成等を行って

いる。 

 

                                                 
61 “Mongolian Statistical Yearbook 2009” National Statistical Office of Mongolia, 2010, 

p.193,“Mongolian Statistical Yearbook 2005” National Statistical Office of Mongolia, 

2006, p.163, “Mongolian Statistical Yearbook 2001” National Statistical Office of 

Mongolia, 2002, p.131, “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office 

of Mongolia 2011 December, p.93 
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（表１３）山羊と羊の頭数の変化6 2 
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また，牛，馬は全国的に飼育されている一方で ，駱駝は地域差があり，主に乾

燥地域（ゴビ地方）で 飼育されている。これらの家畜は「大きな家畜」と呼ばれ

ている。 

モンゴルは，鉱工業の発展を図る一方で ，牧畜業，とりわけ，食肉，乳製品の

加工，輸出による産業の発展も目指している。２０１０年５月２０日，国家大会

議は，「モンゴル国家家畜プログラム」を承認した。同プログラムは，今後１０年

間に亘り，牧畜業関連の法整備，牧草地マネージメントの改善，ＧＩＳシステム

の導入，家畜登録システムの導入，牧畜分野の人材育成，家畜感染症対策の強化

など，牧畜業の全面的な改善を図ることを目的としている。 

 

（表１４）家畜頭数の割合6 3 

家畜頭数の割合（2011年）
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62 “Mongolian Statistical Yearbook 2009” National Statistical Office of Mongolia, 2010, 

p.193，“Mongolian Statistical Yearbook 2005” National Statistical Office of Mongolia, 

2006, p.163, “Mongolian Statistical Yearbook 2001” National Statistical Office of 

Mongolia, 2002, p.131, “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office 

of Mongolia 2011 December, p.95 
63 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 2011 

December, p.95 
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（２）農業 

農業の中心となっているのは小麦生産で ある。モンゴルは社会主義時代，小麦

輸出国であった が，市場経済化への移行期の混乱の中で 生産率が劇的に減少した。 

農作物の作付面積は，市場経済移行前の約４１％程度を活用するにとどまって

いるが64，年々拡大傾向にあり，また，生産量もここ数年増加傾向にある。２００

８年より，モンゴル政府が３カ年計画に基づき，じゃがいも，小麦，食用野菜の

国内自給率を高めるための３ヵ年に亘る農業振興事業（「アタル３」）を実施した

ことにより，２０１０年の作付面積は２００８年に比べ約１．６倍増加し，じゃ

がいもの完全国内自給が可能となった他，小麦の自給率も上がっている。 

 

（表１５）主要農作物収穫量6 5 

主要農作 物収穫量（ 201 1年 （単位： 千トン））
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８ モンゴルのインフラ開発 

 モンゴル国内の道路事情は，近年，積極的な整備が進められているものの，

舗装道路は国道全体の２割にしか過ぎない。このため，モンゴルにおいては鉄道

輸送及び空輸が大きな役割を果たしている。こうした中，モンゴル政府は，南ゴ

ビ地域における鉱物資源開発により採掘される鉱物資源及び加工品の安定的な輸

送ルートを確保するため，新たな鉄道建設を推進しようとしている。 

２０１０年３月３１日，モンゴル政府は，２０１０年以降に全国的に建設する

鉄道計画案を策定。２０１０年６月２４日，同計画案は国家大会議において可決

された。同計画は，次の３つのルートを建設するもので ある。 

第１ルートとしては，モンゴル南部のウムヌゴビ県タバン・トルゴイ炭田鉱床

を起点とし，（ア）モンゴル北東部のチョイバルサン（チョイバルサンからロシア

国境まで は既存の鉄道が存在）まで の間，第２ルートとしては，（ア）モンゴル東

部のフートからモンゴル東部各国境税関（ビチグト，ラシャーント）まで の間及

び（イ）モンゴル南部の各鉱物資源鉱床からモンゴル南部各国境税関（ガショー

ン・ソハイト）まで の間，第３ルートとしては，モンゴル西部各地域にそれぞれ

新規に鉄道を建設するもので あり，全て完成すれば，モンゴル各地で 産出される

各種の鉱物資源を輸出するためのインフラがより整備されることになる。 

                                                 
64 1989 年の作付面積は約 84 万ヘクタール(“Mongolian Statistical Yearbook 1997” 

National Statistical Office of Mongolia， 1998p.157),2011 年の作付面積は 34.6 万ヘク

タール(“Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 2011 

December, p.102) 
65 “Bulletin of Statistics 2011/12” National Statistical Office of Mongolia 2011 

December, p.105-106 
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 モンゴルの電力システムは，①西部電力システム，②アルタイ・オリヤスタイ

電力システム，③中央電力システム，④東部電力システムの４つに分かれており，

それぞれの主力電力供給源は次のとおり。 

ロシアからの輸入電力は年々価格が上昇している他，鉱物資源開発がさらに進

めば，国内電力需要が１０００ＭＷに達すると言われており，新たな電力エネル

ギー源の確保が課題となっている。こうした状況下において，ウランバートル市

で はＰＰＰによる新火力発電所の建設の入札が行われたり，また，ウランバート

ル市郊外においては，モンゴルの民間企業が外資企業と協力し再生可能エネルギ

ーの開発に着手した他，モンゴル中東部においては，カナダ企業が民間資本によ

り発電所を建設するべくライセンスを取得するなどの動きもある。 

 また，地方部においては，送電線が無いために電力供給が行き届かない地域も

多々あり，そうした地域における電力エネルギーの安定的な確保も課題となって

いる。 

 モンゴル国内の電力価格は，２０００年以降，数次に亘り見直しが行われてき

ているものの，売電価格が発電コストに見合わない状況が続いており，電力会社

は常に赤字経営となっている。このため，売電価格の引上げも今後更なる検討が

行われるべき課題の１つとなっている。 

 こうした課題の対応策として，２０１０年１２月９日，国家大会議は，①赤字

経営の電力会社の債務問題の解消，②市場経済原理に基づく電力価格の設定，③

地方の電力事情の改善に対する支援する等を内容とする決議（「燃料・エネルギー

分野にかかわる幾つかの対応策」）を採択している。 
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（表１６）現在の電力事情 

中央電力システム 第２火力発電所（２１．５ＭＷ），第３火力発電所（１

３６ＭＷ），第４火力発電所（５４０ＭＷ），ダルハン

火力発電所（４８ＭＷ），エルデネット火力発電所（２

８．８ＭＷ），ダランザドガド火力発電所（６ＭＷ）

及びロシアからの購入電力 

アルタイ・オリヤスタ

イ電力システム 

タイシル水力発電所（１１ＭＷ）及びディーゼル発電 

東部電力システム チョイバルサン火力発電所（３６ＭＷ） 

西部電力システム ドゥルグン水力発電所（１２ＭＷ）及びロシアからの

購入電力 

 

 モンゴル政府及び国家大会議は，国内のインフラ分野をＰＰＰにより開発しよ

うとの方針の下，２００９年１０月１５日に「ＰＰＰ国家政策」を，２０１０年

１月１６日に「コンセッション法」を可決し，ＰＰＰによる建設対象案件などを

公表し，企業への参画を呼びかけている。一例としては，送電線の敷設，廃棄物

発電所の建設，都市部及び鉱物資源鉱床等における発電所の建設，住宅建設及び

道路建設等がある。 

しかしながら，コンセッション法には，民間企業と行政府の責任分担が明確に

示されておらず，案件に参画する場合には，条件等につき，行政府側と具体的詳

細に詰める必要があると思われる66。 

なお，２０１１年１２月２３日，「コンセッション法」の改正が行われ，国有財

産となる事業案件のリストについては閣議において審議した上で 国家大会議が承

認することとなった（２０１２年２月１日より施行）。２０１３年の事業案件リス

トの策定は２０１３年度国家予算の審議と同じタイミングで 行われる予定となっ

ており，２０１２年１１月末まで に決定される見通しであ る。 

 

 

９ モンゴル経済の今後の課題 

 今後のモンゴル経済における主要な課題として以下の項目（順不同）があげら

れる。 

（１）オヨー・トルゴイ銅・金鉱床，タバン・トルゴイ石炭鉱床等，鉱物資源分

野における開発の推進 

（２）貧困対策，貧富の格差の縮小   

（３）放漫財政政策の見直し 

（４）民間経済，特に中小企業の活性化 

（５）金融セクターの更なる健全化 

（６）製造業の発展 

（７）農牧業の振興 

（８）インフラの整備 

                                                 
66 国有財産委員会によると，近く，ＰＰＰに関するマニュアルが発行される予定であ る由。

なお，モンゴルのＰＰＰによる事業の入札に関する情報は，http://www.ppp.mn/にて公開され

ている。 
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（９）地域開発による地域格差の縮小 

（１０）環境破壊対策 

 これまで 見てきたように，近年のモンゴル経済は，銅をはじめとする鉱物資源

価格の変動に大きく左右されており，今後，同国が安定した経済成長を図るには，

鉱物資源開発における着実な進展を目指す一方で ，鉱物資源のみに依存しない経

済構造の構築が課題となるであろ う。 

 

（了） 

 


